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本城交番だより

本城公園で落書き
事件が発生！

令和８年3月上旬、本城公園において、公園内の公衆便所に黒色スプ
レー様の塗料を吹き付けられる事件がありました。 犯人は、現在捜査
中です。他人の建造物に落書きをする行為は、建造物損壊罪という犯
罪になります。遊び半分ではすまされません。犯人に心当たりのある方、
目撃情報などあれば、折尾警察署まで情報提供をお願いします。

【建造物損壊罪の例】
○ 建物のシャッターや壁に落書き
をする。

○ 施設の出入り口を破壊する。
○ 玄関ドアを金属バットで叩いて
ドアをへこませるなど。

令和８年3月３日午後6時３０分ころ、フードウェイ本城店

で何者かに自転車を盗まれる被害が発生しました。管内で

自転車盗が増えています。少しの時間であっても鍵をかけ、

大切な自転車が盗まれないよう気を付けましょう。

刑法第２６０条
建造物損壊罪

他人の建造物又は艦船を
損壊した者は、五年以下
の拘禁刑に処する。

・ 少しの時間の駐輪でも必ず施錠しましょう。
・ 施錠を行う際は二重ロックをしましょう。
・ 駐輪場では、防犯カメラや街灯のあるところを
選んで駐輪しましょう。

・ 自転車を購入した際は、防犯登録をしましょう。

車上ねらい 0 物件 45

自転車盗 2 人身 5

オートバイ盗 0

自販機ねらい 0

侵入盗 0

その他盗難 0

性犯罪等 0

（令和8年３/1～３/20現在）

本城交番管内

３月中事件・事故発生状況


